
巻頭言

教育と政治

民教連会長 早坂 久佳

教職員であれば、今教育が時の権力、言い換え

れば政治によって弄(いじ)られていることに気付

いているはずです。安倍政権は次期学習指導要領

を告示させる中で，道徳を教科化し，こともあろ

うに森友学園で暗唱させていた「教育勅語」を教

材として扱っても良いとまで公言するようになり

ました。これらの端を発したのが第一次安倍政権

の2010年11月８日に改悪された教育基本法です。

この時も国民の声や教育関係者によるものではな

く政治による意図的な圧力による改悪でした。

４７制定教基法には道徳教育に関する規定はな

く「愛国（心）教育」に関しても触れられていま

せんでした。「国民全体に対し直接に責任を負っ

て行われるべきもの」が現行法では、教育が法律

に基づいて行われるべきと明示されています。こ

のことは時の権力の恣意により都合良く変更でき

るようになり、普遍的なものではなくなりました。

そして、その具現として次期学習指導要領に政治

的に変えられた内容等が盛り込まれました。

前回の参院選より１８歳選挙権が適用され、高

校生段階での政治教育の重要性が説かれました。

けれども、集団的自衛権について取り上げた高校

現代社会の授業について山口県で教育長が問題と

して謝罪したことや自民党が教員の「政治的中立」

逸脱の報告を求めるアンケートを行ったり処分厳

格化を検討するなどの報道が流れました。そうす

ることで、「現政権の批判になるような問題点を

授業で取り上げるべきでない」と暗黙の了解が日

本中に広がったように思えます。

テロ等準備罪＝共謀罪が強行成立させられた今

日、同じように政権批判の運動参加を自粛する動

きが出るに違いありません。（２ページに続く）
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夏は民研！ 第66回東北民教研｢岳集会｣に参加しよう！

■日 時 2017年８月10日(木）～12日(土) ■会 場 福島県 岳温泉 陽日の郷 あづま館

＜集会の主な内容＞ ①原発事故「被災地」からの報告 ②２０の分科会 ③４つの特別分科会

④原発事故の被災地をバスで巡る「現地研修」

＜現地研修（８/１２・土）の主な視察内容＞

◆飯舘村・・・「日本一美しい村」の一つに選ばれながらも放射性物質に広く汚染された村

◆希望の牧場・・・殺処分を受け入れず３００頭の牛たちを飼い続けている牧場

◆浪江町の町なか・・・避難解除になっても町民の１％（200 人）しか戻ってない浪江町

◆福島第一原発近くまで・・・津波被害を受けた請戸小学校、近くから福島第一原発を遠望

※現地研修申込は ７月２０日(木)厳守です。 詳しくは、別途集会案内をご覧ください。



教え子を戦場に送らない決意を
忘れてはならない時

秘密保護法、戦争法に続き、テロ等準備罪＝共

謀罪法案が報道・弁護士各界の反対や国連特別報

告者から「表現の自由制約」を懸念する声が届い

ているにもかかわらず、執拗な安倍政権の嘘とご

まかしで二転三転しながら「中間報告」で審議を

打ち切り、数を頼りに強行成立させました。

５月３日の憲法記念日に安倍首相は突然改憲を

公表し、自民党案の「国防軍」とは違い９条に

「自衛隊」を明記する方向を示唆しました。当然

のように集団的自衛権も武器使用も正当化しよう

としていますから、「陸海空軍その他の戦力、こ

れを保持しない」と「永久にこれ(武力の行使)を

放棄する」の文言が巧みにすり替えられる危惧が

あります。

安倍政権の戦争ができる国作りに機敏に反応し

NO！を突きつけるべきは，「教え子を戦場に送ら

ない」と誓った私たち教職員です。しかし、その

前兆ともいえる道徳の教科化や銃剣道の指導、社

会科や公民科においては、安倍首相の言う「戦後

レジーム(戦後体制)からの脱却」として戦前から

戦後の真実を隠すような歴史的認識や教育勅語の

教材化などが打ち出されました。

「戦争法」同様に教育基本法も元に戻すことを

していかないと、国民のための教育ではなく国家

のための教育になってしまい、学力と評価で子ど

もと教師を縛り続ける仕組みは一層強化されてい

くでしょう。これでは、北朝鮮や中国への不安を

煽りアメリカと歩調を合わせ武力で解決する方向

へ導く改憲勢力の思うつぼになりかねません。

前文科省事務次官の前川氏は、加計学園問題で

内閣府の圧力を暴露しましたが、文科省の中から

も政権のおごりと圧力に対し、反旗を翻す声がよ

うやく出始めました。ある意味処分を覚悟で正義

を守ろうと立ち上がっているのです。見えないと

ころでいじめを繰り返し、嘘と恫喝と処分をちら

つかせて真実を潰していく安倍政権を長く続かせ

てはなりません。

2020年施行の新学習指導要領は、
もうやる前から破綻

外国語活動がいつのまにか英語活動や英語科に

変わったことにお気付きかと思います。７０年代

からの財界の要求が実施されようとしているので

す。５，６年の英語は中学から６００語が下ろさ

れてきます。それをこなすため５，６年で週２時

間計１４０時間確保することになりますが、これ

までよりオーバーする週１時間をどこに設定する

かが問題になっています。中学入学前から多くの

英語嫌いを増やすことは必至で正常な教育課程に

破綻をもたらす懸念があります。さらには武道に

加わった「銃剣道」の扱いにも甚だ疑問がありま

す。こうした問題点や矛盾に対して私たち全ての

教職員が声を出さなければ、子ども達には相当な

負担を強いることになるでしょう。

教育に政治の介入を戒める日本国憲法を遵守し

なければならない教職員だか

らこそ、前川氏のように良心

から声を出し政治権力から教

育を守る努力をしていこうで

はありませんか。

第６２号 山形県民教連通信 ２０１７年７月１日

- ２ -

盛況だった中間集会 (5/13～14)

～福島ならではの本集会開催に向け準備～

８月の東北民教研「岳集会」本集会を前に、５月に中間集会が開催され、山形県

からは９名が参加しました。会場は飯坂温泉で、全体として予想を超える参加者で、

準備した資料が足りなくなるくらいでした。

記念講演は、山形県出身である村山士郎先生の「『教育勅語』の亡霊と東北民教

研が切り開いてきた歴史」でした。先生の父でもある郷土の先達 村山俊太郎の実践を紹介しながら、

東北民教研の意義と今日的課題につなげた興味深い内容でした。

運営委員会では、福島ならではの「原発事故」に関わる内容を中心

とした８月の本集会構成が確認され、折から国会に上程された「共謀

罪」法案について東北の総意として反対を決議し，東北民教研「岳」

集会名で安倍晋三首相はじめ関係機関に送付することになりました。
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